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『夢わーく山梨（勤労者福祉センター）』 
山梨市上神内川 1348（旧山梨市役所跡地となり） 

 
開設期間：平成 28 年 2 月 16 日（火）から 3 月 15 日（火）まで（土日を除く） 

 

開設期間前及び期間中は、税務署には確定申告書の作成会場はありません。 

確定申告書作成会場では、相続税の相談は行っていません。 
 

受付時間 ：  8：30  ～ 16：00 

相談時間 ：  9：00  ～ 17：00 

※開設当初や月曜日、各日の午前中は混雑が予想されます。 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 

12月号 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号にお
かけいただいた後、自動音声案内にしたがって
「2」（税務署）を選択して、交換手に内線番号を
お伝えください。 

確定申告書作成会場のお知らせ 

ご注意！ 

確定申告書の提出期限及び納税期限のお知らせ 

○ 所得税及び復興特別所得税・贈与税 ⇒ 平成 28 年 3 月 15 日（火） 
○ 個人事業者の消費税及び地方消費税 ⇒ 平成 28 年 3 月 31 日（木） 
※郵送による申告書は、山梨税務署（山梨市上神内川 738）あてにご送付ください。 
 
 

問合せ 個人課税部門（内線31） 

税理士による無料申告相談のお知らせ 
以下の日程で税理士による無料申告相談を実施しますので、是非ご利用ください。 

○開催日程 

期  間 会  場 所 在 地 相 談 時 間 

2 月 1 日（月） 

～2 月 2日（火） 

笛吹市役所市民窓口館 

4 階 401会議室 

笛吹市石和町 

市部 809-1 
午前 10時～12 時 

 

午後 1 時～ 4時 

2 月 4 日（木） 
甲州市役所 2 階 

 第 1会議室 

甲州市塩山上於曽 

 1085-1 

2 月 8 日（月） 

～2 月 10 日（水） 

夢わーく山梨 

 3 階大集会室 

山梨市上神内川 

 1348 

○おいでいただく際には、印鑑及び源泉徴収票など確定申告に必要な書類をご持参ください。 

○各会場とも、初日の午前中は、大変な混雑が予想されますのでご了承ください。 

○相談の受付終了は、各相談時間の終了 30 分前です。 

                             

問合せ 個人課税部門（内線31） 

問合せ 個人課税部門（内線31） 

 
法人及び個人事業者の方で、源泉所得税（平成 27 年 7 月～12 月分）の「納期の特例」適用の方の 

法定納期限は、平成 28 年 1 月 20 日（水）です。 
なお、納付期限を過ぎますと加算税等が課される場合がありますのでご注意ください。 

問合せ 法人課税部門源泉担当（内線 61） 

源泉所得税(納期の特例)の納付は期限内に！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
「山梨税務署からのお知らせ」のバックナンバーも併せてお読みください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナちゃん                                            イータ君  

 
NEW 

税務署での面接相談につきましては、日時指定の個別相談となっておりますので、お電話により相談日時を

決めていただき、必要書類をご持参の上、ご来署いただきますようお願いいたします。 

 納税者で組織する団体で、間接税につ

いての知識を習得し、自主的な申告納税

制度体制の確立を通して、円滑な税務運

営に協力をしています。  

 また、他の税目と比べて消費税の滞納

が多いことを踏まえ、消費税の完納運

動・期限内納付運動を推進しています。  

山梨間税会って、どんな 
団体なの？ 

前号からの続き 

『給与等の法定調書(合計表)』と 
『給与支払報告書』の作成・提出は 

①支払調書などの印刷、押印不要 ②宛名ラベルの印刷封入不要 
③封入誤りなどのリスク回避 ④送金料金・送付事務の削減  

 

 

 

 
 
平成 27 年分以降の贈与税について、その税率が見直され、さらに、直系尊属（父母・祖父母）

から 20歳以上の者が受けた贈与の場合の税率（特例税率）が創設されました。 
  ※この特例税率を適用する場合、戸籍謄本等の提出が必要になりますので、ご注意ください。 
                             問合せ 資産課税部門（内線 41） 

平成 27 年分贈与税の申告から、税率が変わります！ 

問合せ 管理運営部門（内線 25） 

消費税滞納の新規発生が増えています! 
消費税の期限内納付をしっかりサポート 
消費税の期限内納付が困難な場合のサポートに取り組みます。 

①早めの相談・早めの対応（早期の納付相談体制を充実） 

②納税者からの申請による換価の猶予により、延滞税を軽減 

③消費税の任意の中間申告制度の利用勧奨 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 徴収部門（内線 34） 

e-Tax での提出 

 

プリントアウト 署名・押印・封入 

 

 
  

 

 
 

仕分し各市町村・税務署へ送付 開封・入力事務 

e-Tax データ 

eLTax 受信 

①プリントアウト不要 ①・②・③署名・押印・封入不要 ④市町村仕分けなく一括送信 受信データ即時処理 

  
 

ワンクリックで便利。 

 

紙での提出 

 

NEW 



YSM(山梨スマートマイナンバー)通信
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平成 28 年からマイナンバー制度がはじまります。 

 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号にお
かけいただいた後、自動音声案内にしたがって
「2」（税務署）を選択してください。 

第３号 

改訂版 

平成 28 年１月より国税分野において個人番号の利用が開始されます。 

平成 28年１月以降、税務署に提出する申請書、届出書等に「個人番

号」を記入する欄が新たに設けられています。 

例 納税証明交付請求書 

そのため、下記の書類が必要となります。 

１ 「個人番号」の確認書類 
★記載された番号が正しいかを確認するためです。 

２ 身元の確認書類 
 ★なりすまし防止のためです。 
 

Ｑ 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されない

のですか? 

A 申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ち

とは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、

個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないというこ

とはありません。  

マイナンバーを使う 

手続では、身元確認書類に

より本人確認を行うため、 

マイナンバーだけで 

なりすまし
● ● ● ● ●

はできません。 

 

納税者の「個人番号欄」

が追加されます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

１ 
•マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。 

２ 

•マイナンバーを従業員から取得するときは、利用目的を伝え番号確認と身
元確認を行いましょう。 

３ 

•マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかる棚や引き出しに保管しまし
ょう。 

４ 

•ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行いましょ
う。 

５ 

•退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、確実に破棄
しましょう。 

６ 
•従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう。 

事業者の皆様へ 準備はお進みですか？ 

６つの導入チェックリスト 以下の導入の流れに沿って準備を

お進めください。 

マイナンバーの導入準備は、従業員

を雇用しているすべての事業者の

方々に必要です。 

マイナンバーは、平成２７年１０月から通知され、社会保障・税・災害対策

の行政手続で利用が始まります。 

特に１月以降に短期で雇用するパー

ト・アルバイトなどのマイナンバー

は、早期に取得する必要があります。 

★ 税務職員がマイナンバー制度アンケート等と称して電話することはありません。 

★ マイナンバー制度を騙った不審な電話や訪問にご注意ください。 

ご 注 意 ! 


